
いじめが起こった場合の組織的対応の流れ（学校全体の取り組み） 
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本人の訴え／日常の観察／アンケート／クラブ活動、委員会活動の様子／ 

保健室・相談室での情報／周りの生徒の訴え等の情報 
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カウンセラー／保健主事 

 

報告・共通理解 

調査方針・分担決定 

調査班編成 

事案の状況により、メンバーの決定 

（学年主任・担任・生活主任・養護教諭等） 

報告・事実関係の把握 

指導方針の決定、指導体制の編成 

対応班編成 

事案の状況により、メンバーの決定 

（学年主任・担任・部活動顧問・学年会教員等） 

対応班によるいじめ解消に向けた指導 
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教
員
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いじめ解消 

（卒業まで）経過観察・継続指導 
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いじめ対策委員会（緊急対策会議） 

警察等   

外部機関 暴力 

学院 

暴力・恐喝・盗難

などの犯罪行為

があった場合 


